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Naradasmr;tiにおける司法総則

佐 々木 雄太

はじめに

Naradasmrti' (NarSmr rナーラダ法典j) は「司法2J(vyavah五ra)分野を専

門として扱う Dharmasastra'(DhS)文献である。 DhS期ではManusm[II(ManSmr 

fマヌ法制)や Y司jna四l伽 smrti(YajnSmr rャージユニヤヴァJレキヤ法典j)

といった主要な文献の中で， r生活規範J(五cara)， r司法J(vyavahara)， r罪の

除去J(prayascitta) という三主題による構成が確立した。その中で司法主題と

は様々な係争事案の分類 (18の訴訟主題4vyavaharapada)やそれに基づく訴訟・

裁判の手続き，刑事事件などに関しての規定を述べる分野であり，内容の一部

には「王の生き方J(向adharma) も含む。

I、<arSmrの構成は「総則J(matrka) と「訴訟主題J(vyavaharapada)の二部

に大別される。「総則」部は「司法J(vyavahara)， r反論J(bhaφu法廷J(sabha) 

に分かれ， r訴訟主題」部は ManSmr以来， dharma文献で伝統的に18種類に

分類される訴訟主題が個別に(ただしいくつかの主題は関連するもの同士で統

合する形で)章立てされる。最後には「補選J(parisi~!a) として「窃盗J (steya) 

と「神判J(divya)のニ主題が付されている。

註釈文献は Asahãya'による Nã悶dabhã~ya (N富市h)と， NaradfyamanusQf!lhita 

l 本稿で底本とする [Lariviere1989]の他に Jolly，Julius: The Jllstitutes of Narada 

together wi由 C叩 iOlfsExtracts from the Nã同dabhã~ya of Asahaya酎ld0由erStandard 

Commentaries， The Asiatic Society， Calcutta， 1885が出版されている(ただし筆者未見)。

2 vyavaharaは多義語であるとともに「司法」という語義はあまり正確ではないこ

とには留意する t阜、要があるが，ここでは主要な語義(契約・取引，訴訟裁判など。[沼

田2009Jを参照)を総合する意図から，このような表現とした。

3 主要なDhS文献の年代や成立順について。 [Olivelle2016Jでは ManSmr西暦ご

世紀中期.YajnSmr西暦四世紀から五世紀頃， NarSmr:西暦五世紀から六世紀頃

を成立時期の目安とする。

4 文献によって主題の名称や順序がいくらか異なるものがあるためここでは列挙し

ないが。fI.1adanaを第ーの主題とする点においては概ね共通する。

5 おそらく註釈文献が盛んに作られるようになった時期の中でも比較的初期の人物

と見られ，いくつかの註釈文献ではAsahayaの所説を引用する箇所がある([Lariviere 
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(168) 佐々木雄太

(NMS) と呼ばれるパージョンのテキストに対する Bhavasvaminによる註が

現存する。 NãrBh は伝承の過程で Kalyã~abha!!a という人物によって校訂され

ており.この伝本における N訂Smr本文や NarBhのー部はこの校訂の中で加

筆された可能性があると Lariviereは指摘する6。

DhS文献群において NarSmrは独特な構成を取る7文献であるため非常によ

く研究されてきたものの，日本国内では未だ全訳が出ていない。そこで，本稿

では NarSmrの「司法総則J(vyavaharamatrka) を扱い，訳出と註解を試みる。

当該章は先述の通り総則部の冒頭にあたり，全65詩節にわたって訴訟手続きに

関する総則を説くもので NarSmrにおける訴訟手続きの基本原則の他，一部

に訴訟審理の裁定者という観点での「王の生き方」の規定を含めつつ，当文献

における「司法」の基本理念を示す章である。

これらの点を踏まえ NarSmrにおける司法論の原則についての理解を主な

目的として本文の一部 (N訂SmrMa[trkall.l-25)を以下に紹介する。なお，本

稿では規定の内容を整理するために，筆者の判断によっていくつかの詩節のま

とまりごとに分節した。

1 .係争(vyavahara)の起源

dharmaikat加 aJ:lpuru~ã yadasan satyavadina}J. / 

tada na vyavah訂o'bhun na dv時onapi matsaral) //NarSmr Ma 1.1// 

人々が理法に専心し，真実を語るものであったころ，そのときは係争も憎

しみも寄音も起こらなかった。

na~!e dharme manu~yel?u vyava岡崎pravartate/ 

dra号~ã ca vyavahara材中rajada~çladharal) krtal) /，β/! 

人々の中で理法が消えてしまってから，係争が始まる。王が諸々の係争の

1989J vol.2 pp.xxvを参照)。

6 [Lariviere 1989] vo1.2 pp.xxviiiを参照。なお， KalyaJ:tabhaHaが校訂を行った経

続はNarSmr冒頭に maIigalaを付して記述されているほか，たびたび註釈に自らの

名を出して他書の説を引く(彼自身の著作であろうが，おそらく原典は散逸してい

る)ことから， N五rBhへの加筆の痕跡は明白である。

7 司法領域のみを主題とする DhSとしては NarSmrが唯ー，ほほ完全な形で現存す

るものであるとみられる([沼田 2007J)。
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監察者，刑罰の保持者(執行者)となされた。

ここで述べられる dharmaの消滅と vyavaharaの開始という論は ManSmrや

Y司自Smrには見られない。一方で Brhaspatismrti'(rプリハスパテイ法典j)1.1 

には類似の詩節9があり NarSmrの成立以後に dharma文献に広まったと考え

られる。

2 訴訟 (vyavah亙ra)の基本原則

2.1 立証手段

likhitaf11 sak号il).ascatra dvau vidhI saf11prakirtitau / 

sal]1digdharthavisuddhyarthal]1 dvayor vivadamanayo!). //3// 

争議中の二者にとって，疑義のある内容の潔白を証明するために，ここで

は文書と証人たちという二つが規定として説かれている。

文書(likhita) と証人 (saksin) は第一訴訟主題 (1、larSmr[Vyavaharapada] 

1.1-224)の「債権の回収/債務の不払いJ(fI)adana)でも立証手段 (pramaQa)

として挙げられる100 ManSmrの時点では契約あるいは訴訟審理における文書

の利用は明言されず， Y司自Smr以後に三種の立証手段(文書，証人，占有)の

ーっとして明文化された。三種のうち残る「占有J(bhukti) に関してはここ

では触れられず，文書や証人と総合して NarSmr1.64-85に説かれる。

2.2 uttara 

sottaro 'nuttaras caiva sa vijneyo dvilak~al).al:t / 

8 当文献は完全な形では現存しておらず.Aiyangarが他文献からの引用などを集成

L原テクストを再建したもの [Ai戸時ar1941Jが底本として用いられる。成立年代

は少なくとも NarSmrより後とみられるが，同文献では司法分野に特化しつつもそ

の他の分野の章が設けられている。

9 dharmapradhanaf.l puru~ãf.l purvam asann ahiI'flsakaf.l / lobhadve~ãbhibhutãnãI'fl 

vyavaharaf.l prava口ital)11 iかつて，人々は理法を第ーとし無害であった。食欲と憎

悪に打ち負けた者たちの聞で1 係争が開始された」

10 NarSmr 1.64-85， 115-213など。同章では契約時に作成された文書が契約成立に立ち

会った証人よりも優越するという立場を取りつつ (NarSmr1.125) ，証人に関する規

定を章全体のおよそ三分のーにわたって記述する (NarSmr1.127.213)。
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(170) 佐々木雄太

sottaroもhyadhikoyatra vilekhãpürvaka~ pa~a~ //4// 

それ(訴訟)は保証 (uttara) を持つものと保証を持たないものとの二つ

の特徴を持っと理解されるべし。保証を持つものは.先立つ文書に基づく

[保証]金がある場合. [保証を持たぬものに]優越する。

vivade sottarapaI).e dvayor yas tatra hiyate / 

sa pal).arp svakrtarp dapyo vinayal11 ca par可aye//5// 

保証金を伴う訴訟において，両者のうちあるものがそこで負けるとしたら，

その[敗訴した]者は自らの設定した金額と判決[で支払いを命じられた

金額]とを勝訴した者に支払うベし。

uttaraに関して，井狩，渡瀬は「追加分Jという訳語を充てるIIが， Lariviere 

はこれを guarantyとする12。逐語的に解釈すれば前者の訳語がより正確である

が. NarBhがこの解釈を否定する立場を取る13ことは考慮すべきであろう。

2.3 告訴の原則

saras tu vyavaharaQ.af!1 pratijna samudahrt五/

taddhanau hiyate vadi taral[ls tam uttaro bhavet //6// 

一方で，諸々の係争にとっての本質は告知(告訴)であると示されている。

それが棄却される場合は原告が敗訴し，それを乗り越えるものは勝訴する。

2. 4 基盤 (prati将ha)

kulani sr，叩ayascaiva ga早五五 cadhikj10 nfPa~ / 

prati号lhavyavahar均五111gu円 ebhy田tI1ttarot匝ramIn// 

11 [井狩，渡瀬 2002Jpp.241 r追加分付き (sottara)と，付かぬもの (anuttara)と.[訴

訟には]三種が知らるべし。追加分付きとは，記載された賭け金が[係争額に]追

加されるものである。訴訟に追加分の賭け金が付く場合。敗訴者に自ら設定した賭

け金と[敗訴の]罰金を支払わせるべし」。

12 [Larivie田1989Jvol.2 pp.4当詩節の英訳を参照。また，当詩節における ut回目の

語義解釈に関しては [Larivie時 1981Jに詳しい。

13 atra ca vyavaharasya s叫taratvepal}.adhikyarp. kecid aparij百五時deva bruvate I iまた， こ

こで訴訟にut岡田が伴うということに関して.r金額を付加することである」とある

者たちは無理解から語る」
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親族集団，商業組合，職業集団，資格のある者(裁判長14).王が裁判の

基盤(拠り所)である。後のものほど重要である。

3 訴訟手続きの諸要素

以下に述べられる内容は，他文献において司法分野ではなく王権論にあたる

箇所との対応がいくつか見られる。

3.1 四者で構成される諸要素

sa catu号paccatuQsthanas catuQsadhana eva ca / 

caturhitas caturvyapI catu~kãrI ca kIrtyate //8// 

as倍t¥go'~\ãdasapada~ satasakhas tathaiva ca / 

triyonir dvyabhiyogas ca dvidvaro dvigatis tatha //9// 

それ (vyavah耳目)は四つ足で，四つの場所があり，他ならぬ四つの達成

手段を持つものである。そして四種の受益者を持ち，四つに広がり，四つ

を作り出すものであると言われている。また同様に，八肢からなり，十八

の主題を持ち，百の枝を持ち，三つの母胎を持ち，二種の告訴を持ち，一

つの入口を持ち，二つの通り道を持つものである。

dharmas ca vyavaharas ca caritraf!1 r可asasanam/ 

catu号padvyavaharo'yam uttara~ p日rvabãdhaka~ //10// 

理法と契約と慣行と王の勅令。これが四つ足の訴訟である。後のものが先

行するものを排除する。

tatra satye sthito dharmo vyavaharas tu sãk~i~u / 

caritraf!1 pustakara早er司司自ayal)ltu sasanam //11// 

そこで，理法は真実に基づき，契約は証人たちに[基づく]。慣行は文書

の作成に，他方で勅令は王の命令に[基づく]。

samadyupayasadhyatvac catu~sãdhana ucyate / 

14 NarBh Ma 1.7: adhikrto dharmadhikararye niyuktal，l praclviv紘功/r資格のある者とは，

法廷において指名された裁判長 (pr対vivaka)である」
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catu時五masram拘置1]1ca rak~a~ãtsa caturhital) //12// 

懐柔などの方策によって達成されるべきであるから，四つの達成手段を持

つものと言われる。また，四住期を守るから，それは四者にとって役立つ。

kartt1 atho sãk~il).as ca sabhyan r司anameva ca! 

vyapnoti padaso yasmac caturvyapI tatal) smjtal) //13// 

当事者たち，証人たち，裁判官たち，そして他ならぬ王とに四分のーずつ

分散するから，それゆえ四つに広がるものと伝えられている。

dharmasyarthasya yasaso lokapaktes tathaiva ca / 

catur~ã1]1 kara~ãd e1a1]1 catu~kãrI prakIrtital;l //l4// 

理法と実手IJ.名声，まさしく同様に世間の評判と，以上の四者の原因であ

るから，四を作り出すものと称される。

10.11詩節の「四足の訴訟手続き」は YajnSmr2.6.8にも見られる表現だが，

同文献では訴訟審理の手続き(告訴→反論→立証→判決)を意味するのに対し

NarSmrの記述は KaulilyaのArthasastra(AS) 3.1.39.40を引用したものであ

り15 訴訟審理における法源を意味する点で異なっている。なお，四段階の訴

訟審理の手続きに関しては NarSmrMa 1.30にて述べられる。

「四種の達成手段」は NarBhによれば「懐柔J(saman). I分断J(bheda). I贈

与J(upapradana). I武力 J(da~~a) の四種類であるというが，これは

15 AS 3.1.39-4仕
dharm~ ca vyavaharas ca caritrarp r司asasanam/ 

V1V副知:hascatu~pädal，1 pascimaりpurvabadhakal)1/ 

tatra satye sthito dharmo vyavaharas tu sak等isuI 

caritrarp sarpgrahe purpsarp raj面m司自atu sasanam /1 

「係争中の問題は四足を有する。即ち，法・契約(及び訴訟) 慣習 王1W，
後のものは先行するものを無効にする。(三九)J

伶サ<<

「そのうち，法は真実に基づく。一方，契約は証人に基づく。慣習は人々の総

意に基づく。一方，王勅は主の命令である。(四O)J

両詩節とも日本語訳は[上村 1984]による。内容的にはほぼ同一であるが完全に一

致するものではなく，慣習 (caritra)の根拠がNarS回fとは異なることには留意す

る必要がある。
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Y司自Smr1.340-341の「政策J(upaya)の分類に対応する。つまり本来この用語

は訴訟手続きに関するものではなく，王が取るべき対外政策の区分を示すもの

である。

「四者に分散するもの」に関しては ManSmr8.18には対応する記述が存在し，

そこでは rr不義(もしくは罪過)J (adharma)の結果が各々に赴く」ことを

意図する160 おそらく NarSmrはこれを引用したものであろう。

3.2 八部の要素

r司自 sapuru明1)sabhyめ釘straqlgalJ.akalekhakau / 

hirac.yam agnir udakam a~tãñgaり sa udahrtal) //15// 

付き人(裁判長17) を従えている王と裁判官たち，法典18 会計士と書記者，

金，火，水とが，その八肢を持つものとして示されたものである。

3.3 訴訟主題 (vyavaharapada) の一覧

rI).adanaf!1 hy upanidhiりsaf!1bhuyotthanameva ca / 

dattasya punar adanam asusr両亙bhyupetyaca //16// 

vetanasyanapakarma tathaivasvamivikraya1:t / 

vikriyasaf!1pradanaf!1 ca kritvanusaya eva ca //17// 

samayasyanapakarma vivadal，1 k与etrajastatha / 

16 ManSmr 8.18: pado 'dharmasya kartararp pada1，1 sãk~il).am fcchati / pada1，1 sabhasada1，1 

sarvan pado r司君namfcchati // i不正義・罪(アダルマ)の四分のーは行為者に，四

分のーは証人に赴く。四分のーは裁判官全員に，そして四分のーは壬に赴くJ([渡

瀬 2013Jpp.241)。
17 NarBh ".rajaniyukta1，1 prar;lviv紘a1，1puru~ai). ... i王の指令を受けた裁判長が付き人で

あるJ(前後略)。

18 NarBhでは「法典J(lastr.)の作者として Manu，Narada， VisvafUpaという名を列挙

する。

NarBh Ma 1.15 阻tha錯strarpmanunaradavisvafUpatmakarp I iまた，法典とは

Manu， Narada， VisvafUpaを本質とする」

現存する dharma文献でVisvar百paといえばY司自Smrに対する最古の註釈Balakrida

の作者の名がよく知られているが， LariviereはNarBhの作者Asahayaよりも後の

時代の人物であると推測される註釈者Visvarupaのことではなく，既に散逸してし

まった「原典J(m副asmrti)の作者の名を指しているという説を出す([Lariviere 

19関 Jvol.2 pp.7)。
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st百'pUIp.sayosca saIp.b叩 dhodayabhago 'tha s剖1asam//18// 

vãkpãru~yal11 tathaivoktarp dat:lçlapãru~yam eva ca / 

dyutarp prakirI).aka1Jl caivetya計五dasapada~ smrta~ //19// 

e~ãm eva prabhedo 'nya}J. satam 時tottararpsmrtam / 

kriyabhed盈1manu~yã早百l)l sa回sakhonigadyate //20// 

債務の支払い問題，寄託物，協業，贈与の不履行，奉仕契約放棄，賃金不

払い，非所有者による売却，売却品の不渡し，購入品の解約，協約の不履

行，土地[境界]争議，姦通，遺産相続，凶悪犯罪，暴言，暴行，賭博，

雑則とが 18の主題であると伝承されている。他ならぬこれらにはさらに

108の細目 (prabheda)が続くと[も]伝わっている。人々の行為の速い

から， 100の枝を持つものだと説明される。

i18の主題Jは訴訟手続きにおいて伝統的な係争問題の分類法であり，

ManSmr 8.4-8にも見られる。ただしその順番は必ずしも岡ーではなく，主題の

名称も固定されてはいなし、190 r細目J(prabheda) については.上記のとおり

NarSmrの本文では108とされていた項目数がNarBhでは132に置き換えられ，

各項目の名称一覧が挙げられるヘ

19 [沼田 2日07Jを参照。たとえば同論文では svamipalavivadaと呼ばれる訴訟主題の

名称を取り上げてこの問題を論じているが，その中に上記の NarSmrの訴訟主題の

一覧には当該主題が見られないことなども指摘されている。また ManSrnrと

NarSmrの訴訟主題の列挙順の比較は [Lariviere1989J vol.2 pp. xviiを参照。

20 各主題における細目の項目数が韻文で示され，その後に細目の名称を散文で網羅す

る。以下にそのうちの韻文部分を示す。なお，各詩節の末尾の番号は Lariviere版で

の凡例に準拠L，Jol1y版(本稿注1を参照)ではこれに対応する詩節番号が振られ

たNarSmr本文として採られていることを意味する。

I甲五danarp.pancavirp.sati担Q.aupanidhike smrtaQ. I 

sarp.bhuyotthe trayo bhedas catur dattapradanake / / [J Ma 1.211 
navabheda asusrü~ã vetanarp. syac caturvidham / 

asvamivikraye tu dvau vikriyadanam ekadha 11 [J Ma 1.22] 
krItva muktaf!1 caturbhedarp. samayakaryam ekadha / 

k~etravädo dva血血dhastripurp.sor bhedavirp.sati / / [J :tv恒1.23J
dayabhage tu ekona bheda dvadasa sahase I 

vägdaI).ç1apãru~yayos tu dvayor bhedas trayaりsmrt油// [J Ma I.24J 

dyutahvayarp. caikabhedarp.明clbhedarp.tu prakit1).akam 1 

evam e~ãrp. prabhed泊五rp.dvatriI1lsac chatam eva vai 11 [J Ma 1.25] 

お
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3.4 告訴の原理

kamat krodhac ca lobhac ca tribhyo yasmat pravartate / 

triyoni~ kirtyate tena trayam etad vivadakrt //21// 

(175) 

欲，怒り，食りの三つから始まるから，それゆえこの三つが争議の動機で

あり. [訴訟は]三つの母胎を持つものであると言われる。

dvyabhiyogas tu vijñeya~ sa白kãtattvãbhiyogata~/ 

saiIkasataljl tu saljlsargat tattvaljl ho<!hadidarsanat //22// 

一方，疑義と事実の告訴から，二つの告訴を持つものと理解されるべし。

疑義[の告訴]は諸々の不義との結びつきから，事実[の告訴]は盗難品

などの目撃から[行われる]。

疑義の告訴とは，窃盗を生業とする者や賭i専狂いになっている者など，不義

(asat)の特徴に結び付く人物が，事件に際して直接証拠を挙げずに容疑をか

けられた場合が該当する。他方，事実に基づく告訴とは，訴追された者が盗難

品の目撃証拠などにより犯行の事実が確定している場合を指す。

疑義に基づく告訴は「神々の会衆J(devakula) を裁定の場とし(すなわち

神判21によって裁定することを意味するものであろう).事実に基づく告訴は

「王の会衆J(rajakula) を法廷とする22 (これは通常の訴訟手続きに則った裁

判を意味する)。

rr債権の回収/債務の不払い』に25[項目が1.r寄託物』については6 [項目J.

f協業Jについては3項目たちが.r贈与の不履行jには 4 [項目]が伝えら

れている。『奉仕放棄』は9項目を持ち.r賃金[不払いlJは4種類.r非所有

者による売却』は 2.r売却品の不渡LJは1種類である。『購入品の解約』は

4項目.r協約不履行Jは1種類.r土地争議Jは12種類，男女のことは20項目

である。『遺産相続』は19. r凶悪犯罪jは12. r言葉・武力による暴行』の両

者(暴言・暴行)には3項目が伝えられている。『賭博』は 1項目.r雑則Jは

6項目。以上。これらの細目には132あるのだ」

21 NarSmrにおける神判 (divya)規定は NarSmr1.218-219に概説され，その各論は「補

遺」にて詳説される。

22 NarBh Ma 1.22: tatra saIi.kabhiyogasya devakulaq1 nirl}ayasthanam / taUvabhiyogasya 

r可akulamiti / iそこで，疑義の告訴にとっては，神々の会衆が裁定の場である。事

実の告訴にとっては壬の会衆が[裁定の場であるJ.という」
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pak!advayabhisal!lbandhad dvidvaral) samudahj1al) / 

pUrvavadas阻F叫 pak担1)pratipak!as taduttaram //23// 

二つの側面(原告・被告)に関連するから，二つの入口を持っと説かれて

いる。それらのうち，先に陳述する者が[先行する]側(原告)，そのあ

との者が反対側(被告)である。

bhiitacchalanusaritvad dvigatil) sa udahrtal) / 

bhutam tattvarthasa中yuktal!lpramadabhihital!l chalam //24// 

tatra si~taJ11 chalaql r司amar~ayed dharmasadhanarp / 

bhiitam eva prapadyeta dharmam百layatal) sriyal) /，ρ5// 

結語

真偽に準拠するから，それ(訴訟)は二つの通り道があるものだと示され

た。真実とは事実と[告訴の]内容とが合致するもの，虚偽は誤謬によっ

て説明されたものである。そこで.王は理法を果たすために，残った虚偽

を忘れさせる(排除する)おベし。繁栄は理法を根拠とするものであるから，

真実[の道]のみに入るべし。

以上に NarSmrMa 1.1-25までの各詩節について訳出を行い，註解を示した。

本稿で取り上げた部分の大半は様々な観点から訴訟手続き・裁判を分類し，も

しくは構成要素を列挙する規定が速なっており，具体的な実務上の手続きに関

するものはほとんど見られない。しかし，この分類や構成要素の列挙は

ManSmrやAS，Y五~ñSmr で説かれた規定を整理するにとどまらず NärSmr

23 [Lariviere 1989J vo1.2 pp.9“'" Since the king is responsible for implementing dhanna， 

he should oot put up with eηor however subtle it may be. ..." 

[井狩・渡瀬 2002Jpp.241 rーー王は;rJレマの成就のためには， [訴訟において]残

された願しを容認すべきでない。…・・」。上記の訳で 'mar~ayet' (~mar~ 忘れる)を

「容認すべきでない」とするのは NarBhの記述に依るものとみられる。

NarBh Ma 1. 25: tad措dama時ayetI na grhJ;liyad ity aロhahl
「それを王は忘れさせるべし。[すなわち，J受け入れるべきでないという意味

である」

NarSmrの本文中には否定辞が入っていないことを踏まえ，本稿ではLariviere訳や

井狩・渡i瀬訳には従わず逐語的に訳出した。
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独自の説を加えて一層の展開を遂げているものである。

今後も引き続き同文献の読解を進め NarSmrの司法論の詳細を考察すると

ともに， DhS文献における司法規定の展開の過程を明らかにしていく。
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General rul巴Sof legal procedure in th巴Naradasmrti

YutaSASAKI 

Unlike all the other known t問 atis田 ondharma (dharmasa脚 a)which contain sections 

about righteous conducts (acara) and penance (prayascitta)， The Naradasmrti is entirely 
specialized for judicial character in its compilation. This text is constructed in two chapters; 

general rules (matrka) are described in the first chapter， and the second has eighteen titles 

on dispute (vyavaharapada) and tWQ additional sections (parisi~!a) on theft (steya) and 

ordeals (divya). 

The Naradasmrti was already pub1ished critical edition and English translation by some 

modem scholars， but it hasn't be published a translation of entire text in Japanese yet. So this 

paper makes an attempt to Japanese translation with notes on a part of the Naradasmrti. 1n 

this papeじ1deal with the first section of general rules， which is titled“legal procedure 

(vyavahara)". This section not only focus to the principles of legal pr凹 edu問，加talso 

refers to conducts ofking (rajadharma) 

Matrka 1.1-25 on the Naradasmrti shows some unique characteristics百leseverses mainly 

mention to the principles and the components that it主sortedin several classi日cationof the 

legal procedure百lIsstyle of compilation is very different from the other previous treatises 

on dharma， for example the Manusmrti and the Y司自avalkyasmrti，and the Arthasastra of 

Kautilya. This study will indicate development on judicial theory of legal procedure in the 

history of the dharma literatures 
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